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第４章 重点区域の位置及び区域 

 

１．重点区域の位置及び区域 

 （１）歴史的風致の分布 

 「第２章 １．歴史的風致の概要・分布状況」に記載した市域における歴

史的風致の分布は下の図に示すとおり、肱川を中心に上流域から下流域の広

い範囲に分布している。特に、市のほぼ中央に位置する肱南地区を中心とし

た地域は、八幡神社の御神幸行列、大洲神社の「十日ゑびす」の舞台になる

とともに、中江藤樹に関する活動が活発に行われる地域でもあり、市域を縦

断する肱川を見ても、弁財天祭・住吉祭の川まつり花火大会を始め、大洲神

伝流泳法など歴史と伝統を反映した様々な活動が集中して展開されている

場所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）重点区域の位置 

 大洲市の重点区域は、国指定の重要文化財を含み、その周辺に残る歴史的

に価値の高い建造物と歴史や伝統を反映した人々の活動とが一体となって

形成された、良好な市街地環境を有する区域で、かつ、歴史的風致の維持及

び向上を図るための施策を重点的かつ一体的に推進することが特に必要な

区域に設定する。 

第１期計画では、大洲城跡及び旧城下町が存在する肱南地区を中心とする

エリアを「大洲城下町」として重点区域に設定し、歴史的風致の維持向上に

大洲市域における歴史的風致の分布図 

大洲地域

肱川地域

河辺地域

主な支川

凡 例

一級河川 肱川肱川と共生する人々のくらしにみるに関する歴史的風致

湊町長浜の祭礼にみる歴史的風致

城下町と祭礼にみる歴史的風致

農村地域の民俗芸能にみる歴史的風致

農村地域の民俗芸能にみる歴史的風致

長浜地域

中江藤樹と大洲「藤樹学」にみる歴史的風致
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向けた事業に取り組んできた。 

しかしながら、人口減少や後継者不足による歴史的建造物の滅失や老朽化、

大洲城を中心とした景観整備など、歴史的風致の維持向上に向けた様々な課

題等を残したままとなっている。 

このため、第２期においては、第１期計画の反省からこれらの課題を克服

するため、本計画第２章に記した本市の維持向上すべき歴史的風致のうち、

３つの歴史的風致が集中する大洲城跡及び旧城下町が存在する肱南地区を

中心とするエリアを、第１期計画に引き続き「大洲城下町」として「重点区

域」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）重点区域の区域 

重点区域は、本計画の施策を、より効果的に進めるため、第１期計画と

同様、大洲市景観条例により建築物や工作物の構造及び色彩などに対して

規制を設け、良好な景観の維持・向上を図っている大洲市景観計画区域を

基本とする。この区域は、大洲城下町の面影を残す肱南・肱北地区の歴史

や伝統を反映した活動が色濃く展開されており、これらに関連する文化財

等の歴史的建造物を包含する形になる。 

なお、この区域の中で、近年、土地区画整理事業により宅地開発が行わ

れた柚木
ゆ の き

北
きた

只
ただ

団地地区は、景観計画の区域内ではあるもの、本計画の趣旨

肱南地区を中心とした地域における歴史的風致の分布図 

１．肱川と共生する人々のくらしにみる歴史的風致

４．中江藤樹と大洲「藤樹学」にみる歴史的風致

２．城下町と祭礼にみる歴史的風致

重点区域

城山公園
【大洲城）

肱南地区

肱北地区
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にはなじまないため重点区域から除外する。また、御神幸行列が執り行わ

れる八幡神社には、市指定の有形文化財（建造物）「八幡神社本殿」、愛媛

県指定の天然記念物である「八幡神社社叢」及び市指定史跡の「古学堂跡

（文庫）」があることから、重点区域にはこれらが残る区域を含めること

とする。 

 

「大洲城下町」重点区域図 

重点区域の境界 

肱南地区

肱北地区

柚木北只団地地区

八幡神社社叢

国指定文化財

国登録文化財

県指定文化財

市指定文化財

城山公園

凡 例

景観計画区域

冨士山公園

肱川（堤外地）

重点区域外の
景観計画区域

景観計画区域外の
重点区域

「大洲城下町」重点区域図

柚木のエノキ樹叢

名称 ： 大洲城下町
面積 ： 約277ha

重点区域

①

①

②
③

⑧

⑩

⑪

⑥

⑫

⑬

⑯

⑱

⑨

⑮

⑰

⑦

④

⑤

⑭

番号 名　　　称

①
大洲城
（高欄櫓・台所櫓・苧綿櫓）

② 大洲城三ノ丸南隅櫓

③ 如法寺仏殿

④ 臥龍山荘

⑤ 臥龍山荘庭園

⑥ 旧加藤家住宅主屋

⑦ 八幡神社社叢

⑧ 大洲城跡

⑨ 大洲城下台所

⑩ 中江藤樹の邸跡

⑪ 川田雄琴一家の墓

⑫ 八幡神社の本殿

⑬ 止善書院明倫堂跡

⑭ 古学堂跡

⑮
加藤光泰霊廟並びに
大洲藩主加藤家墓所

⑯
旧大洲商業銀行本店
（現 おおず赤煉瓦館）

⑰ 大洲藩主加藤家墓所

⑱ 柚木のエノキ樹叢
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（４）重点区域の名称及び面積 

名称：大洲城下町 

面積：約 277 ha 
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２．重点区域の設定の効果 

当該重点区域は、本市の歴史的風致が特に色濃く形成されている区域であり、

歴史的な景観などに対する住民の意識も高い地域である。景観計画にも見られ

るように、この区域をモデル的な指標とすべく重点的かつ一体的な歴史的風致

の維持及び向上を図る各種施策を展開し、歴史・文化の薫り高いまちづくりを

推進することにより、市域全体にもその効果が波及していくことが期待される。 

 

３．重点区域における良好な景観の形成に関する施策との連携 

（１）都市計画の活用 

大洲市の都市計画では、大洲地区と長浜地区のそれぞれにおいて、中心市

街地を中心とする一体的かつ総合的な整備が必要な区域と、その 2 つの区域

をつなぐように肱川両岸を都市計画区域（非線引き）に指定している。 

本計画の重点区域は、ほぼ全域が都市計画区域に包含されている。また用

途地域としては、当該重点区域が近世に城下町として整備され、その後も地

域経済活動の中心地としてその発展を支えてきたことから、多くの範囲は第

一種低層住居専用地域、第一種住居地域、商業地域及び近隣商業地域に指定

されている。第１期計画に引き続き、歴史的風致形成建造物の指定を推進し、

肱南地区の歴史的な町並みの保全を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点区域における用途地域 

凡　　　例

重点区域

第１種低層住居専用地域

第１種住居地域

商業地域

近隣商業地域
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（２）景観計画の活用 

大洲市は、各地域に残る固有の景観を保全・育成し、後世へ引き継ぐため、

平成 21 年(2009)3 月に景観法に基づく「景観計画」を策定し、同年 7 月か

ら「大洲市景観条例」を施行した。 

景観計画区域は、最初から全市域を設定するのではなく、市域の中でも、

特に景観形成への熟度が高まっている区域から順に計画区域を設定し、徐々

にその区域を拡大する手法を取っている。まず第 1 段階として、大洲城天守

閣の復元や、おはなはん通りを中心とする町並み保全への取組みなどの景観

形成事業が多数実施され、住民における景観形成への意識も高いと判断され

る肱南地区を中心に区域の設定を行っており、本計画の重点区域とほぼ同範

囲となっている。 

この景観計画区域は、各地域の実情や歴史的背景等に配慮した適正な景観

形成を図っていくために、さらに 5 種類の区域に細分化を行っており、建築

物や工作物の新築・増築・改築、屋外広告物の設置等について、それぞれの

地域で方針を設け規制を行っている。 

今後は、第１期計画中に見えてきた課題を踏まえ、当該区域の良好な景観

形成に重要な役割を担っている建造物を「景観重要建造物」に指定し、その

建造物を核とした個性的な景観づくりを進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
重点区域における景観計画区域 
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（３）大洲市屋外広告物条例の活用 

大洲市は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対す

る危害を防止するために、屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設

置並びにこれらの維持について必要な規制を行っている。 

重点区域のほぼ全域が同条例の禁止地域に指定されていることから、屋外

広告物の規制に係る取組みを継続し、重点区域を中心とした本市の良好な景

観形成を推進するものとする。 

 

 

 

重点区域

屋外広告物禁止地域

重点区域における屋外広告物禁止地域 


